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第１節 郡山市防災会議 【総務部】 

  郡山市防災会議は、郡山市の地域における防災行政を総合的かつ有機的連携のもとに運営するための組

織として、災害対策基本法第16条の規定に基づき、郡山市防災会議条例（以下「条例」という。）を制定、

市長を会長とし、委員50名以内をもって構成する機関である。この機関は郡山市の地域に関わる防災に関

し、郡山市並びに市域公共的団体、その他、防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務、又は業務を包

含するもので、その所掌事務は次のとおりである。 

 

 １ 郡山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 

 ２ 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

 

 ３ 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

 

 ４ 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 
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［条例第３条第５項第１］ 

  
指定地方行政機関の職員 

 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所長 

      農林水産省東北農政局 

  
 

     
（地方参事官（福島県拠点）） 

  
 

      

  
 
［条例第３条第５項第２］ 

  
陸 上 自 衛 隊 の 自 衛 官 

 陸上自衛隊第６高射特科大隊長 

  
      兼郡山駐屯地司令 

  
 

      

  
 
［条例第３条第５項第３］ 

  
福島県知事の部局の職員 

 福島県県中地方振興局長 

  
    福島県県中建設事務所長 

  
 

     
福島県県中農林事務所長 

  
 

      

  
 
［条例第３条第５項第４］ 

  
福 島 県 警 察 の 警 察 官 

 郡山警察署長 

  
    郡山北警察署長 

会
長(

市
長) 

 
      

 
［条例第３条第５項第５］ 

  
教 育 長 

 
郡山市教育委員会教育長 

    

 
 

     
  

 
［条例第３条第５項第６］ 

  
消 防 長 及 び 消 防 団 長 

 郡山地方広域消防組合消防本部消防長 

     郡山市消防団長 

  
      

 
  

 
指 定 公 共 機 関 の 職 員 

 日本郵便(株)郡山郵便局長 

 
  

  東日本旅客鉄道(株)郡山駅長 

 
  

 
  

東日本電信電話 (株 ) 福島支店設備部長 

 

［条例第３条第５項第７］ 

  
  

日本通運(株)仙台支店ロジスティクス第三部長 

  
   

  

東北電力ネットワーク(株) 

郡山電力センター所長 

  
 

  
 

  
日本放送協会福島放送局ｺﾝﾃﾝﾂｾﾝﾀｰ長 

        (株)ＮＴＴドコモ 東北支社 福島支店長 

        ＫＤＤＩ(株) 東北総支社 管理部長 

        
ソフトバンク(株) 総務本部総務企画統括部 

リスク対策部担当部長 

         

  
 

  
 

指定地方公共機関の職員 
 福島交通(株)郡山支社長 

  
 

  
  (株)福島中央テレビ執行役員報道局長 

        (株)福島放送取締役総務局長 

        (株)福島民報社常務取締役郡山本社代表 

        福島民友新聞(株)取締役郡山総支社長 

        (株)エフエム福島取締役編成技術局長 

        (公社)福島県看護協会郡山支部長 

        (公社)福島県トラック協会県中支部長 

  
 

      

  
 
［条例第３条第５項第８］ 

  
自主防災組織又は学識経験者 

 
郡山市自主防災連絡会会長 

  
    

  
 

      

  
 
［条例第３条第５項第９］ 

  
市長が指名する部内の職員 

 郡山市総務部長 

  
    郡山市上下水道事業管理者 

  
 

     
 

  
 

     
郡山市女性消防協力会連絡協議会長 

(一社)郡山医師会長 

社会福祉法人郡山市社会福祉協議会長 

郡山市婦人団体協議会長 

東部瓦斯㈱福島支社長 

福島さくら農業協同組合代表理事組合長 

安積疏水土地改良区理事長 

(株)郡山コミュニティ放送代表取締役会長 

郡山商工会議所議員 

福島県医薬品卸組合理事長 

福島県弁護士会郡山支部会員 

NPO法人日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会福島支部長 

(公社)福島県獣医師会副会長理事 

(一社)郡山薬剤師会長 

郡山市私立幼稚園・認定こども園連合会長 

郡山市小学校長会員 

福島県私立中学高等学校協会理事 

郡山市民生児童委員協議会連合会長 

  
 

     
  

 
     

  
 

     
  

 
     

  
 

     
  

 
     

  
 
［条例第３条第５項第 10 号］

  
市長が特に必要と認めた者 
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第２節 郡山市災害対策本部 【各部】 

  郡山市災害対策本部（以下「本部」という。）は、災害対策基本法並びに郡山市災害対策本部条例に基

づき、郡山市の地域に災害が発生又は発生するおそれがある場合において、市長が設置する機関で市長を

災害対策本部長（以下「本部長」という。）として、市長部局の他、各機関等、市のすべての職員をもっ

て組織し、災害予防及び災害応急対策の実施を任務とする機関である。 

 

１ 本部の設置基準 

   本部の設置は、災害対策基本法第23条の２の規定により、市長が設置するものであるが、次の各号の

一に該当し市長が必要であると認めたときに設置する。 

(１) 暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水の警報又は特別警報が発表され、あるいは局地的集中豪雨によ

り、甚大な被害をもたらす災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

(２) 主要河川について、はん濫注意水位を超え、さらに上昇のおそれがあるとき。 

(３) 大規模な火災、爆発等人為的要因によるものや、自然現象によるもの、その他重大な災害が発生

し、総合的な対策を実施する必要があるとき。 

(４) 震度５弱以上の地震が発生したとき。 

(５) 震度４以下であっても、地域的に災害対策を要する被害が発生し又は発生のおそれがあるとき。 

(６) 有害物質、放射性物質等が多量に放流出したとき又はこれにより複合災害を誘発するおそれがあ

るとき。 

(７) 多数の死傷者を伴う列車、自動車等の交通事故又は航空機事故等の重大事故が発生し､緊急対策を

実施する必要があるとき。 

(８) 感染症等が大規模に蔓延した場合又は蔓延するおそれがあり、緊急対策を実施する必要がある

とき（郡山市新型インフルエンザ等行動計画の対象とする新型インフルエンザ等の感染症を

除く。）。 

(９) その他、災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき。 

(10) 原子力災害に関し、本市での被害が予想されるとき又は県から原子力災害に係る特定事象発生等

の情報提供があり、必要な対策を実施する必要があるとき。 

 

２ 本部設置の周知 

本部を設置したときは、市民、市職員、防災関係機関、県中地方振興局及び報道機関に対して

庁内放送、郡山市防災情報伝達システム（屋外拡声子局）、災害時優先電話、携帯電話、災害時用代表

電話（924-2999）、ふれあいネットワーク、福島県総合情報通信ネットワークシステム、報道機関の

広報協力、郡山コミュニティ放送、広報車、市のウェブサイト等あらゆる手段を講じ周知を図る。 

 

３ 本部設置場所 

(１) 災害対策本部は、本部長の指定する場所に置く。 

   災害対策本部は、災害等の被災状況等を勘案し、次の優先順位により設置する。 

   ①市役所本庁舎２階正庁 

   ②市役所本庁舎２階特別会議室 

   ③市役所本庁舎１階防災危機管理課 

   ④開成山野球場 
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   ⑤開成山陸上競技場 

   ⑥その他建築基準法に定める耐震強度を満たした公共施設等のうち、被災の程度が低い施設 

 (２) 本部を設置したときは、本部室前に本部標識板を掲示する。 

 

４ 本部の廃止 

(１) 本部長は、次の各号の一に該当する場合に本部を廃止する。 

① 市の地域に災害発生の危険が解消したとき。 

② 災害に関する応急対策措置がおおむね完了したとき。 

③ 公共機関及び公的機関の災害応急措置がおおむね完了し、市民生活に障害となる状況が解消さ

れたと認められるとき。 

(２) 本部を廃止したときは、各防災関係機関、報道機関等に通知する。 

(３) 廃止後においても、災害事務、救助策の実施を要する場合は、それぞれ本来業務を所掌する部課

に業務を引継ぎ、それぞれの関係部課において対策業務を執り行う。 

     この場合、総務部は、業務の内容、遂行状況等について、各部からの報告を求め、常に全体状況

を掌握し、また必要な指示を行う。 

 

５ 本部会議及び事務局 

(１) 本部会議は、本部の運営並びに災害対策の推進について、協議決定するため本部設置時において、

必要の都度招集するものとし、災害対策本部規程の定めによる。 

(２) 本部会議には、必要により関係機関、団体等の代表者の出席を要請する。また、災害規模が大き

く被害が甚大である等、必要であると認めた場合は、国土交通省東北地方整備局、福島県県中地方

振興局、陸上自衛隊郡山駐屯地及び郡山・郡山北警察署から情報連絡員（リエゾン）を招集し、迅

速な情報収集及び伝達等を行う。 

(３) 本部会議の庶務、本部の総括的業務を処理するため事務局を置く。 

(４) 事務局は、災害対策本部と同じスペースで事務を執ることとするが、これに拠りがたい場合は防

災危機管理課等に置く。 

 

６ 地区本部 

(１) 各行政センター（特段の定めがない限り、本計画においては、富田及び大槻を除く12の行政セン

ターを指すものとする。）に地区本部を置き、郡山市災害対策本部条例第３条第１項の規定に基づ

く、部に相当するものとする。 

(２) 地区本部は、各行政センター所管地区における災害予防及び災害応急対策を実施する中核機関と

する。 

(３) 地区本部は、本部の指示を受け、災害応急対策を実施するとともに、災害情報及び活動状況を本

部に報告する。 

(４) 地区本部は、地区内関係機関、団体等との密接な相互連絡を図り、地区内災害状況を判断し、適

切な災害応急対策を実施する。 

(５) 地区本部の設置、運営は、本部に準ずる。 

 

７ 現地災害対策本部 
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災害の規模、その他の状況により、災害応急対策を必要とするため、特にその必要があると認めると

きは、名称、所管区域及び場所を定めて現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）を設置する。 

(１) 現地本部長 

① 現地本部長は、本部長が指名するものをもって充て、現地本部の事務を総括し、所属の職員を

指揮監督する。 

② 現地本部長は、常に本部と連絡を保ち、的確な指示、情報交換により、適切な措置を講ずる。 

(２) 現地本部の設置 

① 現地本部は、災害の発生した場所又は関係行政センター、若しくは本部長が指定する場所に置

く。なお、現地本部の組織、事務分掌等は、その都度、本部長が定める。 

② 現地本部には、郡山市災害対策本部○○現地本部の標示をする。 

(３) 現地本部の廃止 

災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認められると

きに廃止する。 
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８ 本部組織 

 (１) 災害対策本部組織表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 部 連 絡 員 

総 務 部 総 務 法 務 班 総 務 法 務 課 長 補 佐 

総 務 部 秘 書 班 秘 書 課 長 補 佐 

政 策 開 発 部 政 策 開 発 班 政 策 開 発 課 長 補 佐 

財 務 部 財 政 班 財 政 課 長 補 佐 

税 務 部 市 民 税 班 市 民 税 課 長 補 佐 

市民部市民･ＮＰＯ活動推進班 市民･ＮＰＯ活動推進課長補佐 

文化スポーツ部文化振興班 文 化 振 興 課 長 補 佐 

環 境 部 環 境 政 策 班 環 境 政 策 課 長 補 佐 

保健福祉部保健福祉総務班 保健福祉総務課長補佐 

こども部こども総務企画班 こども総務企画課長補佐 

農 林 部 農 業 政 策 班 農 業 政 策 課 長 補 佐 

産業観光部産業雇用政策班 産業雇用政策課長補佐 

建 設 部 道 路 建 設 班 道 路 建 設 課 長 補 佐 

都 市 構 想 部 都 市 政 策 班 都 市 政 策 課 長 補 佐 

議 会 部 総 務 議 事 班 総 務 議 事 課 長 補 佐 

教 育 総 務 部 教 育 総 務 班 総 務 課 長 補 佐 

学 校 教 育 部 学 校 管 理 班 学 校 管 理 課 長 補 佐 

上下水道部上下水道総務班 総 務 課 長 補 佐 

会 計 管 理 部  会 計 班 会 計 課 長 補 佐 

選 挙 管 理 委 員 会 部 

選 挙 管 理 委 員 会 班 

選 挙 管 理 委 員 会 

事 務 局 次 長 

監 査 委 員 事 務 局 部 

監 査 委 員 事 務 局 班 
監 査 委 員 事 務 局 次 長 

農 業 委 員 会 部 

農 業 委 員 会 班 
農業委員会事務局次長 

行 政 セ ン タ ー 副 所 長 ・ 主 任 主 査 

郡 山 消 防 署 郡 山 消 防 署 庶 務 係 長 

本 部 員 会 議 

本 部 長 市    長 

副本部長 副 市 長 

本部長付 

教 育 長 
代 表 監 査 委 員 
上 下 水 道 事 業 管 理 者 
消 防 長 

本 部 員 

総 務 部 長 

（ 総 務 部 理 事 ） 

政 策 開 発 部 長 

財 務 部 長 

税 務 部 長 

市 民 部 長 

文 化 ス ポ ー ツ 部 長 

環 境 部 長 

保 健 福 祉 部 長 

こ ど も 部 長 

農 林 部 長 

産 業 観 光 部 長 

建 設 部 長 

都 市 構 想 部 長 

議 会 事 務 局 長 

教 育 総 務 部 長 

学 校 教 育 部 長 

上 下 水 道 局 長 

会 計 管 理 者 

保 健 所 長 

選 挙 管 理 委 員 会 
事 務 局 長 

監 査 委 員 
事 務 局 長 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

郡 山 消 防 署 長 
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(２) 本部事務局 

   災害時の庶務、総括的業務を処理するため事務局を配置する。事務局は、次の体制とし、地震

災害、集中豪雨、局地的な小規模災害、水害等に対応する。同時に、普段から事務局体制に精通

し、市全体の災害対策及び被害調査の総括に関して対応する。また、本部設置時において、事務

局員は、速やかにその配置につき事務を行う。 

   なお、総務部に防災担当理事を置く場合には、事務局長は総務部理事とする。 

感染症の蔓延等による健康被害発生に対応するため本部が設置される場合は、保健所総務課長

が事務局次長に加わる。（郡山市新型インフルエンザ等の感染症を除く。） 

   なお、事務局各班の人数については、事務局長の判断により柔軟に増減できるものとする。 

 

 事  務  局 
 

 事務局長  事務局次長    分 掌 事 務                            事 務 局 員(各班１人) 

 総務部長  

(総務部理事) 

防災危機管理課長 

道 路 維 持 課 長

河 川 課 長

下水道保全課長

(保健所総務課長 )

１ 事務局の庶務及び総括  

２ 災害対策本部会議の設営及び運営  

記録  

３ 本部連絡員との連絡調整  

４ 災害対策活動の把握及び記録  

５ 気象情報の収集  

（総括班）７人 

班長 防災危機管理課長補佐 

総務部総務法務班 

政策開発部ＤＸ戦略班 

財務部財政班 

文化スポーツ部文化振興班 

産業観光部観光政策班 

建設部河川班 

１ 被害状況の収集  

２ 災害時代表電話等での市民への対応  

３ 避難場所との連絡調整  

４ 災害関連情報の収集 

（情報収集班）17人 

班長 職員厚生課長補佐 

政策開発部政策開発班 

政策開発部政策統計班 

財務部公有資産マネジメント班 

税務部市民税班 

市民部男女共同参画班 

環境部環境政策班 

保健福祉部保健福祉総務班 

こども部こども総務企画班 

農林部農地班 

建設部道路維持班 

会計班 

学校教育部学校管理班 

上下水道部下水道整備班 

選挙管理委員会班 

監査委員事務局班 

農業委員会班 
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  １ 被害状況の取りまとめ  

２ 応急復旧対策の取りまとめ  

（被害集計班）８人 

班長 行政ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課長補佐 

財務部契約検査班 

環境部環境政策班 

農林部農業政策班 

建設部道路建設班 

都市構想部区画整理班 

上下水道部上下水道総務班 

教育総務部教育総務班 

１ 国、県及び関係市町村との連絡調整  

２ 防災関係機関（警察・消防署等）と

の連絡調整  

３ 職員配置の手配  

４ 車両・資機材等の調達  

５ ライフライン機関との連絡  

６ 指定管理者・協定締結先との調整  

（渉外班）７人 

班長 人事課長補佐  

総務部総務法務班 

総務部人事班 

総務部行政マネジメント班 

財務部契約検査班 

市民部セーフコミュニティ班 

文化スポーツ部国際政策班 

１ ふれあいネットワーク、報道機関の

広報協力、広報車、市ウェブサイト、

ＳＮＳ等による市民への情報発信  

２ 報道機関の対応  

（広報記録班）７人 

班長 広聴広報課長補佐 

政策開発部広聴広報班(５人) 

市民部市民・NPO活動推進班 

 その他、特命事項に関すること。 
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（３） 本部編成表 

                          

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班  名 班  長 班 員 

総 務 法 務 班 総 務 法 務 課 長 課 員 

秘 書 班 秘 書 課 長 課 員 

人 事 班 人 事 課 長 課 員 

職 員 厚 生 班 職 員 厚 生 課 長 課 員 

防災危機管理班 防 災 危 機 管 理 課 長 課 員 

行政マネジメント班 行政マネジメント課長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

政 策 開 発 班 政 策 開 発 課 長 課 員 

政 策 統 計 班 政 策 統 計 課 長 課 員 

Ｄ Ｘ 戦 略 班 Ｄ Ｘ 戦 略 課 長 課 員 

広 聴 広 報 班 広 聴 広 報 課 長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

財 政 班 財 政 課 長 課 員 

公有資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ班 公有資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課長 課 員 

契 約 検 査 班 契 約 検 査 課 長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

市 民 税 班 市 民 税 課 長 課 員 

資 産 税 班 資 産 税 課 長 課 員 

収 納 班 収 納 課 長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

市民･ＮＰＯ活 動 推 進 班 市民･ＮＰＯ活動推進課長  課 員 

男女共同参画班 男 女 共 同 参 画 課 長 課 員 

国民健康保険班 国 民 健 康 保 険 課 長 課 員 

国 保 税 収 納 班 国 保 税 収 納 課 長 課 員 

市 民 班 市 民 課 長 課 員 

ﾏ ｲ ﾅ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ活用班 ﾏ ｲ ﾅ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ 活 用 課 長 課 員 

セーフコミュニティ班 セーフコミュニティ課長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

文 化 振 興 班 文 化 振 興 課 長 課 員 

郡山市歴史情報 

博 物 館 準 備 班 

郡 山 市 歴 史 情 報 

博 物 館 準 備 室 長 
職 員 

スポーツ振興班 ス ポ ー ツ 振 興 課 長 課 員 

国 際 政 策 班  国 際 政 策 課 長 課 員 

本 部 長 

 

 

市 長 

副 本 部 長 

 

 

副 市 長 

本 部 長 付 

教 育 長 

代表監査委員

上 下 水 道 事 

業 管 理 者 
消 防 長 

事 務 局 

 

事 務 局 長 

総 務 部 長 

(総務部理事) 

 

事 務 局 次 長 

 

防災危機管理課長 

道路維持課長 

河 川 課 長 

下水道保全課長 

(保健所総務課長） 

総 務 部 

 

部 長 

総 務 部 長 

副部長 

総 務 部 次 長 

文化スポーツ部 

 

部 長 

文化スポーツ部長

副部長 

文化スポーツ部次長  

政 策 開 発 部 

 

部 長 

政 策 開 発 部 長 

副部長 

政策開発部次長 

財 務 部 

 

部 長 

財 務 部 長 

副部長 

財 務 部 次 長 

市 民 部 

 

部 長 

市 民 部 長 

副部長 

市 民 部 次 長 

税 務 部 

 

部 長 

税 務 部 長 

副部長 

税 務 部 次 長 
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班  名 班  長 班 員 

環 境 政 策 班 環 境 政 策 課 長 課 員 

５ Ｒ 推 進 班 ５ Ｒ 推 進 課 長 課 員 

資 源 循 環 班 資 源 循 環 課 長 課 員 

環境保全センター班 環境保全センター所長 職員 

班  名 班  長 班 員 

保健福祉総務班 保 健 福 祉 総 務 課 長 課 員 

生 活 支 援 班 生 活 支 援 課 長 課 員 

障 が い 福 祉 班 障 が い 福 祉 課 長 課 員 

健 康 長 寿 班 健 康 長 寿 課 長 課 員 

地域包括ケア推進班 地域包括ケア推進課長 課 員 

介 護 保 険 班 介 護 保 険 課 長 課 員 

保 健 所 班 保 健 所 総 務 課 長 所 員 

班  名 班  長 班 員 

こども総務企画班 こども総務企画課長 課 員 

子 育 て 給 付 班 子 育 て 給 付 課 長 課 員 

こ ど も 家 庭 班 こ ど も 家 庭 課 長 課 員 

保 育 班 保 育 課 長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

農 業 政 策 班 農 業 政 策 課 長 課 員 

園芸畜産振興班 園 芸 畜 産 振 興 課 長 課 員 

農 地 班 農 地 課 長 課 員 

林  業  振  興  班 林 業 振 興 課 長 課 員 

総合地方卸売市場 

管 理 事 務 所 班 

総 合 地 方 卸 売 市 場 

管 理 事 務 所 長 
所 員 

班  名 班  長 班 員 

産 業 雇 用 政 策 班 産 業 雇 用 政 策 課 長 課 員 

観 光 政 策 班 観 光 政 策 課 長 課 員 

産 業 創 出 班 産 業 創 出 課 長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

道 路 建 設 班 道 路 建 設 課 長 課 員 

道 路 維 持 班 道 路 維 持 課 長 課 員 

河 川 班 河 川 課 長 課 員 

建 築 班 建 築 課 長 課 員 

住 宅 政 策 班 住 宅 政 策 課 長 課 員 

環 境 部 

 
部 長 

環境部長 

副部長 

環境部次長 

農 林 部 

 
部 長 

農 林 部 長 

副部長 

農 林 部 次 長 

 

こ ど も 部 

 
部 長 

こ ど も 部 長 

副部長 

こ ど も 部次 長 

産 業 観 光 部 

 
部 長 

産 業 観 光部 長 

副部長 

産業観光部次長 

建 設 部 

 
部 長 

建 設 部 長 

副部長 

建 設 部 次 長 

保 健 福 祉 部 

 
部 長 

保健福祉部長 

副部長 

保 健 所 長 

保健福祉部次長 
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班  名 班  長 班 員 

都 市 政 策 班 都 市 政 策 課 長 課 員 

総 合 交 通 政 策 班 総 合 交 通 政 策 課 長 課 員 

区 画 整 理 班 区 画 整 理 課 長 課 員 

公 園 緑 地 班 公 園 緑 地 課 長 課 員 

開 発 建 築 指 導 班 開 発 建 築 指 導 課 長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

総 務 議 事 班 総 務 議 事 課 長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

教 育 総 務 班 総 務 課 長 課 員 

生 涯 学 習 班 生 涯 学 習 課 長 課 員 

中 央 公 民 館 班 中 央 公 民 館 長 課 員 

中 央 図 書 館 班 中 央 図 書 館 長 課 員 

美 術 館 班 美 術 館 長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

学 校 管 理 班 学 校 管 理 課 長 課 員 

学 校 教 育 推 進 班 学 校 教 育 推 進 課 長 課 員 

教育研修センター班 教育研修センター所長 所 員 

総合教育支援センター班 総合教育支援センター所長 所 員 

班  名 班  長 班 員 

上 下 水 道 総 務 班 総 務 課 長 課 員 

経 営 管 理 班 経 営 管 理 課 長 課 員 

お客様サービス班 お客様サービス課長 課 員 

浄 水 班 浄 水 課 長 課 員 

水 道 施 設 班 水 道 施 設 課 長 課 員 

下 水 道 整 備 班 下 水 道 整 備 課 長 課 員 

下 水 道 保 全 班 下 水 道 保 全 課 長 課 員 

班  名 班  長 班 員 

会 計 班 会 計 課 長 課 員 

議 会 部 

 

部 長 

議 会 事 務局 長 

副部長 

議会事務局次長 

教 育 総 務 部 

 

部 長 

教 育 総 務部 長 

副部長 

教育総務部次長 

上 下 水 道 部 

 

部 長 

上 下 水 道局 長 

副部長 

上下水道局次長 

会 計 管 理 部 

 

部 長 

会 計 管 理 者 

副部長 

会 計 課 長 

都 市 構 想 部 

 

部 長 

都 市 構 想部 長 

副部長 

都市構想部次長 

 

学 校 教 育 部 

 

部 長 

学 校 教 育部 長 

副部長 

学校教育部次長 
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班  名 班  長 班 員 

選挙管理委員会班 事 務 局 次 長 局 員 

班  名 班  長 班 員 

監査委員事務局班 事 務 局 次 長 局 員 

班  名 班  長 班 員 

農 業 委 員 会 班 事 務 局 次 長 局 員 

地区本部位置付けによる。 

班  名 班  長 班 員 

消 防 本 部 内 警 防 本 部 組 織 に よ る 

農 業 委 員 会 部 

 

部 長 

農業委員会事務局長 

副部長 

農業委員会事務局次長 

選挙管理委員会部 

 

部 長 

選挙管理委員会事務局長 

副部長 

選挙管理委員会事務局次長 

行 政 セ ン タ ー 

 

地区本部長 

行政センター所長 

地区副本部長 

副所長又は主任主査 

監査委員事務局部 

 

部 長 

監査委員事務局長 

副部長 

監査委員事務局次長 

郡 山 消 防 署 

 
部 長 

郡 山 消 防署 長 

副部長 

郡山消防署副署長 
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９ 本部の各部分掌事務 

災害対策本部設置時における各班の分掌事務は以下のとおりとする。ただし、災害対策本部を設置し

ない規模の災害であっても、必要に応じて以下の分掌事務により対応する。 

また、災害の状況に応じて、分掌事務にかかわらず、本部長の命ずるところにより、他部、他班の行

う事務を分担する。 

なお、避難所の運営に関する応援協力班については、その規模に応じて全部局全班を動員するものと

する。 
 

部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

 各部共通  １ 所管事項に関する被害状況のとりまとめ及び被

害報告並びに本部との連絡に関すること。  

２ 所管事項に関する災害応急措置の概要等の本部

への報告に関すること。  

３ 所管事項に関する災害写真（説明書添付）のと

りまとめに関すること。  

 ４ 被害調査等、他の部の応援に関すること。  

 ５ 本部事務局の要請に関すること。  

６ 職員の安否及び所在の確認に関すること。  

総務部 

 〔総務部長〕 

 〔総務部次長〕 

総務法務班 

 〔総務法務課長〕 

 １ 部長の命ずる応急対策に関すること。  

 ２ 部内の総合調整に関すること。  

 ３ 自衛隊の派遣要請、受入に関すること。  

 ４ 応急対策のための救出資機材の借り上げの総括

に関すること。  

 ５ 応急対策のための労務供給の総括に関すること。 

６ 市庁舎、公舎及び付属施設の被害調査並びにそ

の応急復旧に関すること  

 ７ 応急対策車両の確保に関すること。  

 秘書班 

 〔秘書課長〕 

 １ 本部長、副本部長の秘書に関すること。  

 ２ 災害対策本部の連絡に関すること。  

 ３ 災害視察者及び一般見舞い者の応対に関するこ

と。  

人事班 

〔人事課長〕 

 １ 災害時における動員に関すること。  

 ２ 各部の配置人員の把握及び調整に関すること。  

 ３ 職員の宿泊、給食に関すること。  

４ 被災地の職員の福利厚生に関すること。  

５ 国・県・連携市町村等の職員派遣の要請、受入

に関すること。  

職員厚生班 

〔職員厚生課長〕 

行政ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ班 

〔行政ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課長〕 

１ 連携協定等の総括に関すること。  

２ 部長の命ずる応急対策に関すること。  
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部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

（総務部理事）  防災危機管理班 

〔防災危機管理課長〕  

 

 １ 災害情報の収集及び伝達に関すること。  

 ２ 郡山市防災会議との連絡調整に関すること。  

 ３ 災害対策本部会議に関すること。  

 ４ 本部長の指令の伝達に関すること。  

 ５ 各部及び現地本部の災害状況の収集、受理及び

伝達に関すること。  

６ 県災害対策本部、その他関係機関団体との連絡

調整に関すること。  

 ７ 通信連絡の確保に関すること。  

 ８ 気象通報等の接受に関すること。  

 ９ 気象情報の収集に関すること。  

 10 避難情報の伝達に関すること。  

11 消防団の連絡調整に関すること。  

12 防災装備品及び非常食料の備蓄に関すること｡ 

政策開発部 

〔政策開発部長〕 

〔政策開発部次長〕 

政策開発班 

〔政策開発課長〕  

 １ 各部における国、県等に対する要望及び資料作

成の総合調整に関すること。  

 ２ 被災者の陳情、相談等に関すること。  

３ 総合相談窓口の開設、運営、総合調整に関する

こと。  

 ４ コールセンターに関すること。  

５ 部内の総合調整に関すること。  

政策統計班 

〔政策統計課長〕 

ＤＸ戦略班 

〔ＤＸ戦略課長〕 

 １ 総合行政ネットワークの運用及び整備に関すること｡ 

 ２ 情報システムの応急復旧対策に関すること。  

 広聴広報班 

〔広聴広報課長〕  

 １ 災害に関する市民へのウェブサイト・ＳＮＳ等

による広報活動に関すること。  

 ２ 報道機関との連絡に関すること。  

 ３ 災害現場の撮影、収集、記録及び国、県関係機

関への広報等に関すること。  

 財務部 

 〔財務部長〕 

 〔財務部次長〕 

 財政班 

〔財政課長〕 

 １ 災害応急対策経費の予算措置に関すること。  

 ２ 市議会との連絡に関すること。  

 ３ 部内の総合調整に関すること。  

公有資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ班 

〔公有資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課長〕 

 １ 市有財産の管理に関すること。 

２ 総務部長の要請による所管業務の応援協力に関す

ること。 

３ 救援物資の受入、管理に関すること。  

契約検査班 

〔契約検査課長〕 

 

１ 応急対策のための物資調達に関すること。  

 ２ 市庁舎、公舎及び付属施設の被害調査並びにそ

の応急復旧に関すること。  

３ 部長の命ずる応急対策に関すること。  
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部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

 税務部 

 〔税務部長〕 

 〔税務部次長〕 

 市民税班 

 〔市民税課長〕 

 １ 災害による市税の減免に関すること。  

 ２ 被害状況調査の応援協力に関すること。  

 ３ 部内の総合調整に関すること。  

 資産税班 

 〔資産税課長〕 

 １ 災害による市税の減免に関すること。  

 ２ り災証明書の発行及び現地調査に関すること。  

 収納班 

 〔収納課長〕 

 １ 災害による納税の扱いに関すること。  

 ２ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管

業務の応援協力に関すること。  

 市民部 

 〔市民部長〕 

 〔市民部次長〕 

 

 

 

 

 

 

 

市民･ＮＰＯ活動推進班 

〔市民･ＮＰＯ活動推進課長〕 

 

 １ 市民部所管施設の災害対策及び被害調査に関す

ること。  

２ 町内会等との連絡・要望に関すること。  

３ 災害ボランティアセンターの設置に関するウェ

ブサイト等での周知に関すること。  

４ 災害に関する市民への広報活動に関すること。  

５ 部内の総合調整に関すること。  

男女共同参画班 

〔男女共同参画課長〕 

国民健康保険班 

〔国民健康保険課長〕 

１ 災害による国民健康保険税の減免に関すること。 

２ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管

業務の応援協力に関すること。  

国保税収納班 

〔国保税収納課長〕 

 市民班 

〔市民課長〕 

１ 被災者の安否問い合わせに関すること。  

２ 行方不明者の住民基本台帳等に係る情報提供に

関すること。  

３ 埋火葬許可及び東山悠苑使用許可に関するこ

と。  

４ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管

業務の応援協力に関すること。  

５ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。  

 マイナンバー活用班 

〔マイナンバー活用課長〕 

 セーフコミュニティ班

〔セーフコミュニティ課長〕

 １ 交通安全の保持に関すること。  

 ２ 災害時における防犯に関すること。   

文化スポーツ部 

〔文化スポーツ部長〕 

〔文化スポーツ部次長〕 

 文化振興班 

〔文化振興課長〕  

１ 文化スポーツ部所管施設の災害対策及び被害調査の

総括に関すること。 

２ 所管に関わる災害復旧に関すること。 

３ 関係団体との連絡に関すること。 

４ 部長の命ずる応急対策に関すること。 

５ 部内の総合調整に関すること。 

６ 外国人住民等に対する情報発信に関すること。 

７ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管業務

の応援協力に関すること。 

 郡山市歴史情報博物館準備班 

〔郡山市歴史情報博物館準備室長〕 

 スポーツ振興班 

〔スポーツ振興課長〕 

 国際政策班 

〔国際政策課長〕 

 



 

 
第2章 防災に関する組織 

 

 

35 

部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

 環境部 

〔 環 境 部 長 〕 

〔 環 境 部 次 長 〕 

 環境政策班 

〔環境政策課長〕 

１ 環境部所管施設の災害対策及び被害調査に関す
ること。  

 ２ 自然環境の保全に関すること。  
 ３ 遺体の収容に関すること。  

４ 原子力災害対策に関すること。  
５ 原子力災害対策に関する関係機関との連絡調整

に関すること。  
 ６ 部内の総合調整に関すること。  

 ５Ｒ推進班 

〔５Ｒ推進課長〕 

 １ 被災地の清掃に関すること。  
 ２ 住居障害物の除去に関すること。  
４ し尿処理に関すること。  
３ 災害応急対策に必要な清掃・衛生関係労務者の

雇い上げに関すること。  
４ 産業廃棄物処理施設の災害対策及び被害調査に関す

ること。 
５ 部長の命ずる応急対策に関すること。  

資源循環班 

〔資源循環課長〕 

           

１ 所管施設の災害対策及び被害調査並びに応急復
旧に関すること。  

２ し尿処理に関すること。  

環境保全センター班 

〔環境保全センター所長〕 

１ 公害防止関係施設の被害調査に関すること。 
２ 災害による複合公害の発生予防、防止対策に関

すること。  
３ 放射線のモニタリングに関すること。  

 保健福祉部 

〔保健福祉部長〕 

〔保健所長〕 

〔保健福祉部次長〕 

 

 保健福祉総務班 

〔保健福祉総務課長〕  

 １ 災害救助法の適用関係事務に関すること。  
２ 保健福祉部所管施設の災害対策及び被害調査並

びに応急復旧に関すること。  
３ 避難所の運営に関すること。  
４ 福祉避難所の運営に関すること。  
５ 被災者及び防災従事者の炊き出しに関すること｡  
６ 災害義援金の受付、配分に関すること。  
７ 赤十字奉仕団、民生委員等社会福祉事業団体及

びボランティアとの連絡及び協力に関すること。  
 ８ 見舞金に関すること。  
 ９ 被災世帯の救護物資調査、供給等救助に関すること｡ 
 10 応急対策のための物資供給に関すること。 
11 部内の総合調整に関すること。  
12 こども部との連絡調整に関すること。  
 

【保健福祉部・こども部応援協力班】 
収納班、国民健康保険班、国保税収納班、市民班、 
マイナンバー活用班、文化振興班、郡山市歴史情報 
博物館準備班、スポーツ振興班、国際政策班、 
会計班、選挙管理委員会班、監査委員事務局班、 
農業委員会班、教育総務班、生涯学習班、  
中央公民館班、中央図書館班、美術館班、  
学校管理班、学校教育推進班、  
教育研修センター班、総合教育支援センター班  
 
 

生活支援班 

〔生活支援課長〕 

 障がい福祉班 

〔障がい福祉課長〕 

  健康長寿班 

〔健康長寿課長〕  

地域包括ケア推進班 

〔地域包括ケア推進課長〕 

介護保険班  

〔介護保険課長〕  
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部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

 保健福祉部 

〔保健福祉部長〕 

〔保健所長〕 

〔保健福祉部次長〕 

 

保健所班 

〔保健所総務課長〕 

１ 医療救護に関すること（生活支援課、障がい福

祉課、地域包括ケア推進課、介護保険課、子育て

給付課、こども家庭課及び保育課に属する保健師

等を含む）。  

２ 保健衛生に関すること（生活支援課、障がい福

祉課、地域包括ケア推進課、介護保険課、子育て

給付課、こども家庭課及び保育課に属する保健師

等を含む）。  

３ 医療機関との連絡及び協力要請に関すること

（生活支援課、障がい福祉課、地域包括ケア推進

課、介護保険課、子育て給付課、こども家庭課及

び保育課に属する保健師等を含む）。  

４ 救急機材及び医薬品の保管、整備に関すること｡ 

５ 災害応急対策に必要な労務者の雇い上げに関するこ

と｡ 

６ 愛護動物（ペット）の同行避難に関すること。 

７ 特定動物に係る危害発生防止に関すること。 

８ 原子力災害時におけるスクリーニング及び健康相談

に関すること。 

９ 被災が広域に及ぶ場合や長期化する場合は、市保健

師は保健所長指示のもとに活動する体制とする。 

10 防疫対策の総括に関すること。 

【保健所班応援協力班】  

農業政策班、園芸畜産振興班、農地班、  

林業振興班、総合地方卸売市場管理事務所班、  

都市政策班、総合交通政策班、区画整理班、  

公園緑地班、開発建築指導班  

こども部 

〔こども部長〕  

〔こども部次長〕  

こども総務企画班  

〔こども総務企画課長〕  

１ こども部所管施設の災害対策及び被害調査並び

に応急復旧に関すること。  

２ 被災者及び防災従事者の炊き出しに関すること｡ 

３ 避難所の運営に関すること。  

４ 福祉避難所の運営に関すること。  

５ 災害義援金の受付、配分に関すること。  

６ 赤十字奉仕団、民生委員等社会福祉事業団体及

びボランティアとの連絡及び協力に関すること。 

７ 見舞金に関すること。  

８ 被災世帯の救援物資調査、供給等救助に関すること｡ 

９ 応急対策のための物資供給に関すること。  

10 部内の総合調整に関すること。  

11 保健福祉部との連絡調整に関すること。  

【保健福祉部・こども部応援協力班】  

収納班、国民健康保険班、国保税収納班、市民班、 

マイナンバー活用班、文化振興班、郡山市歴史情報 

博物館準備班、スポーツ振興班、国際政策班、 

会計班、選挙管理委員会班、監査委員事務局班、 

農業委員会班、教育総務班、生涯学習班、  

中央公民館班、中央図書館班、美術館班、  

学校管理班、学校教育推進班、  

教育研修センター班、総合教育支援センター班  

子育て給付班  

〔子育て給付課長〕  

こども家庭班  

〔こども家庭課長〕  

保育班  

〔保育課長〕  
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部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

農林部 

〔農林部長〕 

〔農林部次長〕 

農業政策班 

〔農業政策課長〕 

１ 農林部所管施設の災害対策及び被害調査の総括
に関すること。  

２ 所管に係わる水防、その他の緊急災害予防に関
すること。  

 ３ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  
 ４ 応急対策用資材の調達及び確保に関すること。  
５ 被災家屋の消毒に関すること。  
６ 保健所班の要請による防疫対策の応援協力に関

すること。  
 ７ 部内の総合調整に関すること。  
【農林部応援協力班】 農業委員会班 

園芸畜産振興班 

〔園芸地畜産振興課長〕  

１ 農林畜産物の災害対策及び応急対策、救護に関
すること。  

 ２ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること｡ 
３ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

 ４ 応急対策用資材の調達及び確保に関すること。  
５ 被災家屋の消毒に関すること。  
６ 保健所班の要請による防疫対策の応援協力に関

すること。  

農地班 

〔農地課長〕 

１ 所管に係わる水防、その他の緊急災害予防に関
すること。  

 ２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  
 ３ 応急対策用資材の調達及び確保に関すること。  
４ 保健所班の要請による防疫対策の応援協力に関

すること。  

林業振興班 

〔林業振興課長〕 

１ 所管に係わる水防、その他の緊急災害予防に関
すること。  

 ２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  
３ 応急対策用資材の調達及び確保に関すること｡ 
４ 保健所班の要請による防疫対策の応援協力に関

すること。  

 総合地方卸売市場 

   管理事務所班 

〔総合地方卸売市場 

   管理事務所長〕 

１ 所管施設の災害対策及び被害調査並びに応急復
旧に関すること。  

２ 応急対策用資材の調達及び確保に関すること。  
３ 保健所班の要請による防疫対策の応援協力に関

すること。  

産業観光部 

〔産業観光部長〕  

〔産業観光部次長〕 

 

 

 

 

産業雇用政策班 

〔産業雇用政策課長〕  

 

１ 産業観光部所管施設の災害対策及び被害調査の
総括に関すること。  

 ２ 被災企業の支援に関すること。  
 ３ 商工業者の被害状況の情報収集に関すること。  
４ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること｡ 
５ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。 
６ 被災勤労者の福祉に関すること。 

 ７ 部内の総合調整に関すること。  

観光政策班 

〔観光課長〕  

１ 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること｡  
２ 部長の命ずる応急対策に関すること。  

産業創出班 

〔産業創出課長〕 

 

１ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること｡ 
２ 部長の命ずる応急対策に関すること。  
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部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

建設部 

〔建設部長〕 

〔建設部次長〕 

道路建設班 

〔道路建設課長〕  

１ 建設部所管施設の災害対策及び被害調査の総括

に関すること。  

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 作業用車両の配車計画及び調達に関すること。  

４ 応急対策用資材の調達及び確保に関すること。  

５ 災害応急対策に必要な建設業労務者の雇い上げ

に関すること。  

６ 交通不能箇所の指示及び迂回路の決定に関すること｡ 

７ 部内の総合調整に関すること。  

道路維持班 

〔道路維持課長〕  

１ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること｡ 

 ２ 所管に係わる緊急災害予防に関すること。  

 ３ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

４ 応急対策用資材の調達及び確保に関すること。  

５ 作業用車両の配車計画及び調達に関すること。  

 ６ 建設業者に対する連絡調整に関すること。  

７ 交通不能箇所の指示及び迂回路の決定に関する

こと。  

８ 除雪対策に関すること。  

９ 住居障害物の除去に関すること。  

10 災害時における運輸に関すること。  

河川班 

〔河川課長〕 

１ 河川及び水路（側溝及び溝きょを除く）の災害

対策及び被害調査に関すること。  

２ 所管に係わる水防、その他の緊急災害予防に関

すること。  

３ 水防本部の設置、庶務に関すること。  

４ 土砂災害対策に係る関係機関との連絡調整に関

すること。  
 ５ 災害復旧工事に関すること。  
 

建築班 

〔建築課長〕 

１ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること｡ 

 ２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

 ３ 災害対策のため建設業者との連絡調整に関する

こと。  

４ 応急仮設住宅及び収容所の建設に関すること。  

５ 開発建築指導班の要請による応急危険度判定の

応援協力に関すること。  

 

住宅政策班 

〔住宅政策課長〕 

１ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること｡ 

 ２ 応急仮設住宅の入居等に関すること。  

３ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  
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部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

都市構想部 

〔都市構想部長〕  

〔都市構想部次長〕 

都市政策班 

〔都市政策課長〕  

 

１ 都市構想部所管施設の災害対策及び被害調査の

総括に関すること。  

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 救援物資の輸送に関すること。 

４ 保健所班の要請による防疫対策の応援協力に関

すること。  

５ 部内の総合調整に関すること。  

総合交通政策班 

〔総合交通政策課長〕 

１ 公共交通機関の災害対策及び被害調査に関する

こと。  

２ 公共交通機関に係わる災害の応急復旧に関する

こと。  

３ 公共交通機関の運行状況に関すること。  

 ４ 所管施設の災害対策及び被害調査に関するこ

と。  

 区画整理班 

〔区画整理課長〕 

１ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること｡ 

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。 

３ 建設業者に対する連絡調整に関すること。 

４ 救援物資の輸送に関すること。 

５ 保健所班の要請による防疫対策の応援協力に関

すること。  

 公園緑地班 

〔公園緑地課長〕  

 １ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。  

 ２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

 ３ 指定緊急避難場所に関すること。  

４ 保健所班の要請による防疫対策の応援協力に関

すること。  

開発建築指導班 

〔開発建築指導課長〕 

 １ 部長の命ずる応急対策に関すること。  

 ２ 災害建築物の応急危険度判定に関すること。  

 ３  税務部長の要請による被害状況調査の応援に関

すること。  

４ 被災者の災害建築物の相談に関すること。  

５ 保健所班の要請による防疫対策の応援協力に関

すること。  

 議会部 

〔議会事務局長〕 

〔議会事務局次長〕 

総務議事班  

〔総務議事課長〕  

１ 渉外に関すること。  

２ 局長の命ずる応急対策に関すること。  

３ 議会の緊急会議に関すること。  

４ 議会への情報伝達に関すること（非開示情報を

除く）。  

教育総務部 

〔教育総務部長〕 

〔教育総務部次長〕 

教育総務班 

〔総務課長〕 

１ 教育総務部所管施設の災害対策及び被害調査の総括

に関すること。 

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 関係団体との連絡に関すること。  

４ 渉外に関すること。  

５ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管業務

の応援協力に関すること。 

６ 部内の総合調整に関すること。  
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部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

教育総務部 

〔教育総務部長〕 

〔教育総務部次長〕 

 

 生涯学習班 

〔生涯学習課長〕  

 １ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

 ２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 所管に係わる避難所の管理に関すること。  

４ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管業務

の応援協力に関すること。 

中央公民館班 

〔中央公民館長〕  

１ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管業務

の応援協力に関すること。 中央図書館班 

〔中央図書館長〕 

美術館班 

〔美術館長〕 

学校教育部 

〔学校教育部長〕 

〔学校教育部次長〕 

 

 学校管理班 

〔学校管理課長〕 

１ 学校教育部所管施設の災害対策及び被害調査に

関すること。  

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 教職員の動員に関すること。  

４ 災害時の児童、生徒の保健管理に関すること。  

５ 災害時の応急給食に関すること。  

６ 学校避難所の開放措置対策に関すること。  

７ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管業務

の応援協力に関すること。 

８ 部内の総合調整に関すること。  

 学校教育推進班 

〔学校教育推進課〕  

 

 １ 災害時の教育対策に関すること。  

２ 被災児童、生徒の調査に関すること。  

 ３ 被災児童、生徒に対する学用品等の支給に関するこ

と｡ 

 ４ 児童、生徒の避難計画及び指示に関すること。  

 ５ 学校避難所の開放措置対策に関すること。  

６ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管業務

の応援協力に関すること。 

 

教育研修センター班 

〔教育研修センター所長〕

 

１ 学校におけるICT環境（情報処理・情報通信  

技術）整備に関すること。  

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管業務

の応援協力に関すること。 

 

総合教育支援センター班 

〔総合教育支援センター所長〕 

 

 

１ 災害時の児童生徒の心のケアに関すること。  

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管業務

の応援協力に関すること。 
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部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

 上下水道部 

〔上下水道局長〕 

〔上下水道局次長〕 

 上下水道総務班 

〔総務課長〕 

１ 上下水道局所管施設の災害対策及び被害の総括

に関すること。  

２ 災害対策本部事務局との連絡調整に関すること｡  

３ 災害対策本部会議に関すること。  

４ 県、日本水道協会、その他関係機関との連絡調

整に関すること。  

５ 応援職員の受入れに関すること。  

６ 応急対策のための物品調達に関すること。  

７ 部内の総合調整に関すること。  

 経営管理班 

〔経営管理課長〕 

 １ 所管施設の被害調査及びその応急復旧に関する

こと。  

２ 災害対策及び復旧に伴う経費の経理に関すること｡ 

お客様サービス班 

〔お客様サービス課長〕 

 １ 市民との連絡及び相談に関すること。  

２ 広報車による広報活動に関すること。  

３ 水道料金の減免に関すること。  

水道施設班 

〔水道施設課長〕 

１ 飲料水の供給確保に関すること。 

２ 応急給水所等の設置、周知に関すること。 

３ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

４ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。 

５ 応急対策用資材の調達及び確保に関すること。 

 浄水班 

〔浄水課長〕 

１ 所管施設の被害対策及び災害調査に関すること｡

２  所管に係わる災害の応急復旧に関すること。

 

下水道整備班 

〔下水道整備課長〕 

１ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 下水道区域の排水対策等に関すること。  

下水道保全班 

〔下水道保全課長〕 

１ 所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

２ 所管に係わる災害の応急復旧に関すること。  

３ 下水道区域の排水対策等に関すること。  

 会計管理部 

〔会計管理者〕 

 会計班 

〔会計課長〕 

１ 災害対策及び復旧に伴う経費の経理に関すること｡ 

 ２ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管

業務の応援協力に関すること。  

選挙管理委員会部 

〔選挙管理委員会事務局長〕 

選挙管理委員会班 

〔選挙管理委員会事務局次長〕 

 １ 局長の命ずる応急対策に関すること。  

２ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管

業務の応援協力に関すること。  

監査委員事務局部 

〔監査委員事務局長〕 

監査委員事務局班 

〔監査委員事務局次長〕 

 １ 局長の命ずる応急対策に関すること。  

 ２ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管

業務の応援協力に関すること。  

農業委員会部 

〔農業委員会事務局長〕 

 農業委員会班  

〔農業委員会事務局次長〕 

 １ 局長の命ずる応急対策に関すること。  

２ 農林部長の要請による農林所管業務の応援協力

に関すること。  

３ 保健福祉部長及びこども部長の要請による所管業務

の応援協力に関すること。 
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部   名  

〔部   長〕 

〔副 部 長〕 

班   名  

〔班  長〕  分 掌 事 務                                           

地区本部 

〔行政センター 

所長〕 

〔行政センター 

副所長又は主 

任主査〕 

行政センター班 １ 災害対策本部及び関係機関団体との連絡調整に

関すること。  

２ 災害情報の収集及び伝達に関すること。  

３ 災害に関する市民への広報活動に関すること。  

４ 通信連絡の確保に関すること。  

５ 非常配置人員の把握及び調整に関すること。  

６ 所管施設の災害対策及び被害調査並びに市民一

般家屋等の被害調査に関すること。  

７ 被災者及び防災従事者の炊き出しに関すること。  

８ 災害義援金の受付に関すること。  

９ 保健衛生及び環境衛生に関すること。  

10 被災地の清掃に関すること。  

11 救援物資の調達及び供給に関すること。  

12  自動車の配車及び緊急輸送に関すること。 

13 応急対策のための労務供給に関すること。  

14 赤十字奉仕団、民生委員等、社会事業団体との

連絡及び協力要請に関すること。  

15 見舞金に関すること。  

16 医療救護に関すること。  

17 救護所、避難場所等、応急施設の開設及び管理

に関すること。  

18 医療機関との連絡及び協力要請に関すること。  

19 所管に係わる水防、その他の緊急災害予防に関すること。 

20 災害の応急復旧に関すること。 

21 災害対策用品及び資材の調達に関すること。 

22 消防団との連絡、協議に関すること。 

23 建設業者との連絡調整に関すること。 

24 避難誘導、救出に関すること。 

25 災害地の警備に関すること。 

26 飲料水の供給に関すること。 

27 行政センター間における対口支援に関すること。 

郡山消防署 

〔郡山消防署長〕 

〔郡山消防署副署長〕 

  １ 緊急通信連絡に関すること。  

 ２ 災害通報に関すること。  

 ３ 火災、救助、救急、水防等の緊急災害予防に関

すること。  

 ４ 避難誘導、救出に関すること。  

 ５ 災害による要救助者の検索に関すること。  

６ 所管施設の災害対策に関すること。  

７ 消防団との連携に関すること。  

８ 消防相互応援協定（消防組織法第３９条）に基

づく応援及び緊急消防援助隊（消防組織法第４５

条）の応援並びに広域航空消防援助実施要綱又は

他県との相互応援協定に基づく消防防災ヘリコプ

ターの応援要請に関すること。  

９ 消防部隊の運用及び活動方針に関すること。  

 10 災害の応急復旧に関すること。  

11 被災地の警戒に関すること。   
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１０ 動員配備の要領 

部課長、所長等は、防災活動に必要な要員を平素から把握しておくとともに、時間外の緊

急連絡網の整備を図る。 

    非常時の動員配備は、次による。 

(１) 配備連絡責任者   各課長・行政センター所長 

  (２) 対象者       郡山市全職員 

  (３) 緊急連絡員     あらかじめ、部、班において定め、緊急連絡を任務とする。 

  (４) 配備の連絡 

市長は、災害の規模、種類、被害発生の予想される時間等を検討し、必要な防災活動を実

施するため、配置編成計画表に定めるところにより、配備範囲を決定し配置連絡責任者に対

し命令する。 

市長の命令を受けた配置連絡責任者は、職員の配備完了時にその旨市長に報告する。 

① 伝達の方法 

      配備命令伝達の方法は、郡山市災害対策本部規定第18条第２項による。  

② 勤務時間外における配備伝達の方法 

勤務時間外（休日を含む）における重要な気象情報等は、宿日直員が受領後、防災危

機管理課長に伝達し、市長、総務部長（総務部理事）、関係課長、関係機関等に報告・

伝達する。その後の配備動員の連絡方法は、市長の指示命令により実施する。なお、各

課長、行政センター所長は招集、連絡の方法についてはあらかじめ定めておき、所属職

員に周知徹底させる。 

③ 災害時における職員の留意事項 

ア 各職員は、あらかじめ定められた災害時における、招集方法、配備体制及び自己の

任務を充分習熟しておく。自己の任務に関連した災害の発生を察知したときは、配備

命令がない場合でも速やかに定められた部署に参集し、応急措置を講ずるとともに、

上司に報告する。 

イ 各職員は、異常天候、異常事態を察知した場合には、ラジオ、テレビ等の気象状況

に注意する。また、所属長と連絡をとり、その指揮下に入るよう努める。 

ウ 発災後は速やかに所属長（所属長と連絡がとれない場合は所属職員）と相互に連絡

をとりあい、常に自己の所在を明らかにしておく。 

また、所属長は所属職員からの連絡がない場合、所属職員の所在について確認する。 

     エ 発災後、所属長は、所属職員及びその家族の安否を確認する。 

オ 所属職員は、所属長等への連絡の際には、その時点で知り得た被害の状況について

も併せて報告し、速やかな情報連絡体制の一助となるよう努める。 

カ 行政センターにおいては、必要に応じ行政センター間対口支援体制とし、災害時に

おける円滑な応援体制を構築する。 

  （５） 保健師の動員配備 

被災が市内全域に及ぶ場合は、市保健師は保健所長指示のもとに活動する体制とする。 
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第３節 水防管理団体（郡山市） 【建設部】 

 
  水防管理団体（郡山市）は、水防法第３条の規定に基づき、市における河川の洪水による水害を警戒し、

防御するものである。  

  詳細については、別冊「郡山市水防計画」による。 

 

第４節 郡山市消防団 【総務部】 

 

１ 消防計画 

  （消防団の設置） 

   郡山市は、消防組織法（昭和22年12月23日法律第226号）第６条に規定する責任を遂行する

ため、同法第９条に掲げる機関のうち、第１号及び第２号の機関を郡山市、田村市、三春町、

小野町の２市２町で構成する郡山地方広域消防組合にその事務を委託し、第３号の機関である消防団を

配置して、常備消防の補完と、災害に対し万全の態勢を確立して、郡山市民の生命財産を守り、市民生

活の安全確保を図る。 

 

＊ 名称及び区域 

    名  称   郡山市消防団 

    区  域   郡 山 市 全 域 

 

  ＊ 郡山市消防団の変遷 

    Ｓ40．５．１  １市11消防団制（市町村合併） 

            郡山・安積・三穂田・逢瀬・片平・喜久田・日和田・富久山・湖南・熱海・田村 

    Ｓ40．８．１  １市13消防団制 

            中田・西田 

    Ｓ42．５．１  １市１消防団13地区隊制 

    Ｓ63．４．１  １市１消防団15地区隊制（郡山  郡山中央・郡山東・郡山西） 
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 ２ 平常時の事務機構 

(１) 事務機構図 

郡 山 市 長 
 

   

 
 郡山市消防団長 

        総 務 部 

                       
                                       庶務部長 

 副  団  長  

     防災危機管理課                              警防部長 

    （消防団本部事務局）               本 部 部 長 

    （地区隊本部事務局）                                 交通部長  

   
                                                    訓練部長 

      
                                                         女 性 班 

 
 地 区 隊 長 

 

 
 副 地 区 隊 長 

                                                         庶務部長 

 
                                         警防部長 

                      地区隊部長 

                                                 交通部長 

 
  行政センター                                   訓練部長 

     （地区隊本部事務局）    

                分 団 長 

 

 
副 分 団 長 

 

 
分  団  部  長 

 

 
班 長 

 

 
副 班 長 

 

 
団 員 
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(２) 地区隊区割図 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

湖 南 

逢 瀬 

三穂田 

片 平 

喜久田 

日 

和 

田 

中 田 

田 村 

安積 

西 

田 

熱 海 

富 
久 
山 

猪苗代湖 

会 

津 

若 

松 

市 
須賀川市 

田村市 

郡山東 

郡
山
中
央 

郡
山
西 

猪苗代町 
大玉村 

本宮市 

三春町 

小 

野 

町 
天栄村 
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(３) 地区隊構成 
 
 

地 区 隊 名 分 団 数  班  数 

団 本 部 

郡 山 中 央      ４      ８

郡 山 東      ４      ９

郡 山 西      ３      ８

安   積      ３      ８

三 穂 田      ３ １０

逢   瀬      ２      ８

片   平      ２      ５

喜 久 田      ３      ６

日 和 田      ４      ６

富 久 山      ４      ８

湖   南      ５     １１

熱   海      ４     １２

田   村      ５     １６

中   田      ３     ８

西   田 ３ ８

計 ５２ １３１

団 員 数 定   員    2,500
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  (４) 消防団員の階級別配置（実団員数） 
R5.4.1現在 

  階級 

 

職名 

 

 

 

地区隊名 

団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 

計 

団長 副団長 
本部

部長 
地区 
隊長 

副地区 
隊 長 

地区

部長 
分団長 

副分 
団長 

分団 
部長 

班長 副班長 団員 

団 本 部 1 2 4       0 0 3 10 

郡山中央    1 1 4 4 4 4 8 10 97 133 

郡 山 東    1 1 4 4 4 4 9 12 72 111 

郡 山 西    1 1 4 3 3 3 8 11 54 88 

安 積    1 1 4 3 3 3 8 11 90 124 

三 穂 田    1 1 4 3 3 3 10 11 103 139 

逢 瀬    1 1 4 2 2 2 8 8 71 99 

片 平    1 1 4 2 2 2 5 5 66 88 

喜 久 田    1 1 4 3 3 3 6 7 57 85 

日 和 田    1 1 4 4 4 4 6 9 47 80 

富 久 山    1 1 4 4 4 4 8 8 50 84 

湖 南    1 1 4 5 5 5 11 17 155 204 

熱 海    1 1 4 4 4 4 12 16 183 229 

田 村    1 1 4 5 5 5 16 24 215 276 

中 田    1 1 4 3 3 3 8 9 119 151 

西 田    1 1 4 3 3 3 8 12 117 152 

合 計 1 2 4 15 15 60 52 52 52 131 170 1499 2053 
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(５) 消防団員の職務 

・ 消防団長   消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。 

    ・ 副団長    消防団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。 

・ 本部部長   郡山市消防団の組織等に関する規則第５条第２項に規定する部の事務を分掌し、

また、同第３項に規定する部を指導助言する。 

・ 地区隊長   郡山市消防団の組織等に関する規則第２条に定める管轄区域の地区隊の事務を

統括し、所属の地区隊団員を指揮監督する。 

・ 副地区隊長  地区隊長を補佐し、地区隊長に事故があるときは、その職務を代理する。 

    ・ 地区隊部長  郡山市消防団の組織等に関する規定第５条第３項に規定する部の事務を分掌す

る。 

    ・ 分団長    上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属の分団団員を指揮する。 

    ・ 副分団長   分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。 

    ・ 分団部長   分団本部の庶務を分掌する。 

    ・ 班 長    上司の命を受け、所属の班団員を指揮する。 

    ・ 副班長    班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。 

    ・ 団 員    上司の命を受け、消防団活動に従事する。 

 

 ３ 平常時の事務分掌 

・ 消防団（消防団本部） (１) 郡山市全域にわたる消防団活動及び消防団員の福利厚生につい

て。 

         （地区隊本部） (１) 郡山市消防団の組織等に関する規則第２条に定める管轄区域の

予防消防活動について。 

(２) 地区隊管轄区域内諸活動について。 

           （４ 部） 庶務部 

            本 部  (１) 消防団員の身分に関すること。 

            地区隊  (２) 消防団員の表彰に関すること。 

                 (３) 消防団事業の計画に関すること。 

                 (４) 消防団各部の連絡調整に関すること。 

                 (５) 消防団各分団の連絡調整に関すること。 

(６) その他必要事項 

                 警防部 

(１) 消防団の車庫、詰所、火の見やぐら等の、維持管理に関するこ

と。 

(２) 消防団の保有する消防ポンプ自動車、積載車、小型動力ポンプ

の維持管理に関すること。 

(３) 消防ポンプの運用技術並びに消防技術の習得に関すること。 

(４) 動力消防ポンプの性能検査に関すること。 

(５) その他必要事項 
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                 交通部 

                 (１) 交通法令の周知に関すること。 

(２) 緊急自動車の運用技術の向上に関すること。 

                 (３) 災害現場付近の交通統制に関すること。 

(４) その他必要な事項 

                 訓練部 

                 (１) 消防団員の士気高揚に関すること。 

                 (２) 消防団員の教養訓練に関すること。 

                 (３) ポンプ操法大会に関すること。 

                 (４) 団本部ラッパ隊に関すること（本部部長に限る）。 

(５) その他必要な事項 

・ 防災危機管理課（防災係）   (１) 郡山市災害対策本部に関すること。 

(２) 災害対策に関すること。 

(３) 被害報告に関すること。 

(４) 防災気象情報に関すること。 

(５) 災害応援協定に関すること。 

(６) 福島県総合情報通信ネットワークに関すること。 

(７) 郡山市防災情報伝達システムに関すること。 

(８) Ｊ－ＡＬＥＲＴに関すること。 

(９) 防災関係施設に関すること。 

(10) 防災資機材及び備蓄品に関すること。 

(11) 避難施設に関すること。 

(12) 災害対策用車両の維持管理に関すること。 

(13) 郡山市防災会議に関すること。 

(14) 郡山市地域防災計画に関すること。 

(15) 郡山市総合防災訓練に関すること。 

(16) 防災知識の普及・啓発に関すること。 

(17) 福島県消防防災ヘリコプターに関すること。 

(18) 阿武隈川流域連絡会に関すること。 

(19) 東日本大震災アーカイブ事業に関すること。 

(20) 郡山市自主防災連絡会に関すること。 

(21) 自主防災組織への補助金に関すること。 

（消防係）    (１) 課内の予算及び経理に関すること。 

 (２) 課内の庶務に関すること。 

                  (３) 郡山市消防団に関すること。 

(４) 団本部、郡山中央、郡山東、郡山西地区隊及び女性班の運営に

関すること。 

                   (５) 福島県消防協会郡山支部に関すること。 

                   (６) 消防学校校友会郡山支部に関すること。 

                   (７) 郡山地方広域消防組合に関すること。 

                   (８) 女性消防協力会に関すること。 

                   (９) 郡山市13纏会に関すること。 

                   (10) 消防車庫詰所等に関すること。 

                   (11) コミュニティ消防センター等に関すること。 

                   (12) 消防装備及び資機材の整備に関すること。 

                   (13) 表彰に関すること。 

                   (14) 消防団員の公務災害に関すること。 

                   (15) 福祉共済等に関すること。 

                   (16) 遺族年金に関すること。 

                   (17) 消防施設等の起債及び補助に関すること。 

                   (18) ガス事業及び液化石油ガスの保安の確保及び適 
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正化に関する法律に基づく立入調査等に関すること。 

                   (19) 災害対策用車両の維持管理に関すること。 

・ 行政センター     (１) 消防防災に関すること。 

      (２) 管轄内地区隊の運営に関すること。 


